
仕様書

１ 件  名

越谷市ふれあいの森間伐等業務委託（福島地区第２期及び福島地区第８期）

２ 履行期間

令和元年１０月１日から令和元年１１月３０日まで

３ 履行場所

（１） 間伐業務（福島地区第２期） 

福島県福島市桜本字会沢国有林５４班む小班             別図１のとおり

（２） 除伐業務（福島地区第８期） 

福島県福島市土湯温泉町字日向国有林３９林班わ小班の一部      別図２のとおり

４ 面  積

総面積 ７．１９４４ha 
（１）間伐業務 福島地区第２期（５．０５０８ha）
（２）除伐業務 福島地区第８期（２．１４３６ha）

５ 作業内容

（１） 間伐業務

① 保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木状況に準じて選木するものとする。

② 保育間伐実施後の収量比較はおおむね７０％から７５％を実行の目安とする。ただし、この

収量比較を目安として間伐を行った場合、急激な疎開となり風害等のおそれがある場合には、

現地の実態に応じた間伐本数を調整する。

③ 選木方法は、残存木の配置状況を考慮しながら、被害木、分岐木、曲がり木等を主体に行う

こととし、優勢木については必要最小限の選木にとどめる。

④ 保育間伐木の伐採高は概ね２０ｃｍ以下とする。

⑤ 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないように十分注意すること。

⑥ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく地面に引き落としておくとともに、

枝払い、梢端部の切断等を行うことにより、安定させておくこと。

⑦ 間伐木の中で、良木は集積し、枝払いをして２．０ｍに玉切りをすること。

なお、土場集積の際には、雨等がかからないよう現場にて工作すること。

（２） 除伐業務

① 除伐は全域伐倒刈払いをすること。著しく生育の悪い木は伐採すること。

② 木に巻き付いた、つるは木の生育に支障のないように取り除くこと。

③ 作業に際しては、他の木を損傷しないよう行うこと。

６ 注意事項

（１） 受注者は本仕様書及び図面に疑義あるときは、発注者の指示を受けること。

（２） 受注者は、本作業実施にあたり、安全に十分配慮するとともに、作業地内の火災予防に万全

の措置を講ずること。

（３） 受注者は、特別な理由がない限り、契約期間内に作業着手及び終了をすること。

（４） 受注者は、各業務ごとに作業箇所（３ヶ所）、日付、面積、請負者名を記載し、作業前、作

業後の写真を同一方向から撮影し、作業完了時に写真を３部提出すること。

（５） 受注者は、各業務の完了ごとに完了届を提出し、検査を受けるとともに、全ての業務完了時

に再度、完了届を提出し検査を受けること。



別図１　間伐業務履行場所



別図２　除伐業務履行場所


